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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。
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民間
企業

ボランティアＮＰＯ

バックアップ

市町村を核とした支援体制の充実・強化（コーディネーターの配置、
協議体の設置等を通じた住民ニーズとサービス資源のマッチング、情報集約等）

事
業

主
体

○高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、社会福祉法人、協同組合等の多様
な事業主体による重層的な生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築を支援

・介護支援ボランティアポイント等を組み込んだ地域の自助・互助の好取組を全国展開

・「生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）」の配置や協議体の設置などに対する支援

民間とも協働して支援体制を構築

家事援助
安否確認

食材配達

移動販売

配食＋見守り

自
治
会
単
位
の
圏
域

小
学
校
区
単
位
の
圏
域

市
町
村
単
位
の
圏
域

交流サロン

声かけ

コミュニティ
カフェ

権利擁護

外出支援

生活支援・介護予防サービスの提供イメージ

協同
組合

多様な主体による生活支援・介護予防サービスの重層的な提供

社会福祉
法人

介護者支援

等
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【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

【財源構成】

国 38.5%

都道府県
19.25%

市町村
19.25%

1号保険料
23%

予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業

○ 二次予防事業
○ 一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援

業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業
○ 地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携推進事業

○ 認知症総合支援事業
（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア
向上事業 等）

○ 生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

予防給付（要支援1～２）

充
実

改正前と同様

事業に移行
訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で
実施

新しい地域支援事業の全体像（平成26年改正前後）
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訪問型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 訪問型サービスは、従前の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の専門職が短期集中で行う

サービス、移動支援を想定。

基準 従前の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別

①訪問介護
②訪問型サービスＡ

（緩和した基準によるサービ
ス）

③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービ

ス）

⑤訪問型サービスＤ
（移動支援）

サービス
内容

訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等
住民主体の自主活動と
して行う生活援助等

保健師等による居宅
での相談指導等

移送前後の生活支
援

対象者と
サービス
提供の考
え方

○既にサービスを利用しているケースで、
サービスの利用の継続が必要なケース

○以下のような訪問介護員によるサービ
スが必要なケース

（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障が

ある症状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的

サービスが特に必要な者 等
※状態等を踏まえながら、多様なサービス

の利用を促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等
「多様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向けた
支援が必要なケース

・ADL・IADLの改善に向
けた支援が必要な
ケース

※3～6ケ月の短期間で行
う 訪問型サービスＢ

に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準
個人情報の保護等の

最低限の基準
内容に応じた
独自の基準

サービス
提供者（例）

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体
保健・医療の専門職

（市町村）

○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村は、サービスを類
型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。

サービスの類型（典型的な例）
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高齢者の移動手段の確保に関する検討会 中間とりまとめ参考資料
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総合事業の実施状況等

※ 平成29年度老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業」（株式会社ＮＴＴデータ経営研究所）より

創設市町村数
訪問： 従来より基準を緩和したサービス 638
訪問： 住民主体による支援 199
訪問： 短期集中予防サービス 294
訪問： 移動支援 37
通所： 従来より基準を緩和したサービス 676
通所： 住民主体による支援 195
通所： 短期集中予防サービス 511
見守り 156
配食 300
その他 37
通いの場 821
全体 1,645

サービス別の創設状況

サービスの創設等に関する今後の意向

サービス別の利用人員
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※ コーディネーターの職種や配置場所については、一律には限定せず、地域の実情に応じて多様な主体が活用できる仕組
みとなっているが、市町村や地域包括支援センターと連携しながら活動することが重要。

生活支援・介護予防の体制整備におけるコーディネーター・協議体の役割

（２）協議体の設置 ⇒多様な関係主体間の定期的な情報共有及び連携・協働による取組を推進

（１）生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置 ⇒多様な主体による多様な取組のコーディネート
機能を担い、一体的な活動を推進。コーディネート機能は、以下のＡ～Ｃの機能があるが、当面ＡとＢの機能を
中心に充実。

エリアとしては、第１層の市町村区域、第２層の中学校区域があり、平成26年度は第１層、平成29年度までの
間に第２層の充実を目指す。
① 第１層 市町村区域で、主に資源開発（不足するサービスや担い手の創出・養成、活動する場の確保）中心
② 第２層 中学校区域で、第１層の機能の下で具体的な活動を展開

※ コーディネート機能には、第３層として、個々の生活支援サービスの事業主体で、利用者と提供者をマッチングする機能が
あるが、これは本事業の対象外

（Ａ）資 源 開 発 （Ｂ）ネットワーク構築 （Ｃ）ニーズと取組のマッチング

生
活
支
援
・
介
護
予
防
の
基
盤
整
備
に
向
け
た
取
組

○ 地域に不足するサービスの創出
○ サービスの担い手の養成
○ 元気な高齢者などが担い手として活動す
る場の確保 など

○ 関係者間の情報共有
○ サービス提供主体間の連携の体制づくり
など

○ 地域の支援ニーズとサービス提供主体の
活動をマッチング
など

民間企業 ボランティアＮＰＯ 協同組合 社会福祉法人

生活支援・介護予防サービスの多様な関係主体の参画例
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「第５回高齢者の移動手段の確保に関する検討会」（平成３０年４月２５日）資料
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「第５回高齢者の移動手段の確保に関する検討会」（平成３０年４月２５日）資料
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Ａ市町村 Ｂ市町村 Ｃ市町村

位
置
づ
け

実施主体／方法 社会福祉法人、NPO法人／補助 社会福祉法人／補助 ＮＰＯ法人／補助

介護保険法
訪問型サービスＤ

（通所型サービスにおける送迎）
訪問型サービスＤ

（通所型サービスにおける送迎）
訪問型サービスＤ

（通院等の送迎前後の付き添い支援）

道路運送法 許可・登録を要しない運送 許可・登録を要しない運送 福祉有償運送の登録

サ
ー
ビ
ス
開
始
の
プ
ロ
セ
ス

主な経緯

・通所型サービスＢの利用者等に対するアン
ケート調査を実施したところ、移動支援に関
するニーズが把握された。

・通所介護を実施する社会福祉法人と意見交
換を重ね、モデル事業を経て実施。

・地域ケア会議において、移動支援サービスの
立ち上げの話が出た。

・地域の民生委員等が社会福祉法人にはたら
きかけ、社会福祉法人が移動支援の部分を
担う形でサービスが実現した。

・生活支援体制整備事業における地域の座談
会において、移動に関するニーズが把握され
た。

・市町村が管内の福祉有償運送の実施主体に
声をかけ、そのうちの１団体が実施主体とし
て手を挙げた。

運輸支局との
連携

－ ・市町村の交通部門から、運輸支局へ事業計
画について相談した。

－
（福祉有償運送の実績がある団体による実施
を見込んでいたため。）

車両の調達
・市町村所有車両の無償貸与
・社会福祉法人、ＮＰＯ法人の所有車両

・社会福祉法人の所有車両
・ＮＰＯ法人の所有車両
・ボランティア個人の所有車両

安
全
面
へ
の
配
慮
等

運転に関する
講習等の実施（※１）

国土交通大臣認定講習（NPO法人により実施）

・福祉有償運送運転者講習
・セダン等運転者講習
※ 許可・登録を要しない運送においては、受講は任意で

ある本講習を受講することとしている。

－
国土交通大臣認定講習（社会福祉協議会が実施）

・福祉有償運送運転者講習
・セダン等運転者講習

移送にかかる保険
への加入（※１）

・市町村の所有車両は、市町村が自動車保険
（任意）に加入。

・社会福祉法人等の所有車両は、それぞれの
団体が自動車保険（任意）に加入。

・社会福祉法人が自動車保険（任意）に加入。

・ＮＰＯ法人の所有車両はＮＰＯ法人が自動車
保険（任意）に加入。

・ボランティア個人の所有車両はボランティア
個人が自動車保険（任意）に加入。

・自動車保険のほか、ＮＰＯ法人が、移送サー
ビスを含む活動全般を補償する保険に加入。

補
助
の
範
囲

補助の対象 ・サービスの利用調整に係る人件費、通信費、
事務消耗品費、自動車保険料（任意）

・実際の運送に要した燃料費 ・事務所賃借料、事務消耗品費、印刷費、通信
費

利用時における
利用者負担額

なし なし ・片道５kmまで700円等
（間接業務・直接業務人件費、保険料等相当）

備考
・社会福祉法第24条第２項に規定する、社会

福祉法人の「地域における公益的な取組」と
して実施。

・利用者負担については、本人住民税非課税
の場合、市町村が助成を実施。（700円×月４
回まで）

訪問型サービスＤに関する市町村の実施可能モデル①

※１ 一般的な福祉サービス、ボランティアのみを対象・補償範囲とする講習・研修や保険を除く。

※ 実際の市町村の実施例を整理したもの。
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Ｄ市町村 Ｅ市町村

位
置
づ
け

実施主体／方法 ＮＰＯ法人／補助 社会福祉法人（訪問介護事業者）／補助

介護保険法
訪問型サービスＤ

（通院等の送迎前後の付き添い支援）
訪問型サービスＤ

（通院等の送迎前後の付き添い支援）

道路運送法 福祉有償運送の登録 自家用自動車有償運送の許可※２

サ
ー
ビ
ス
開
始
の
プ
ロ
セ
ス

主な経緯
・自治会による移動支援の取組がＮＰＯ法人化した。

・総合事業の開始に伴い、訪問型サービスＤへ位置
づけた。

・市町村の実施する高齢者の実態調査等により、移動に関す
るニーズが多数把握された。

・活用可能な車両を有していた通院等乗降介助を実施する訪
問介護事業者との調整を行い、事業を開始。

運輸支局との

連携
・実施主体であるＮＰＯ法人が、移動支援開始時に
運輸支局から助言を得ている。

・自家用自動車有償運送の許可等、道路運送法の規程に関
する確認を行った。

車両の調達 ・ＮＰＯ法人の所有車両 ・訪問介護員等が使用権限を有する車両

安
全
面
へ
の
配
慮
等

運転に関する

講習等の実施（※１）

国土交通大臣認定講習（ＮＰＯ法人が実施）

・福祉有償運送運転者講習
・セダン等運転者講習

国土交通大臣認定講習（サービス実施主体が実施）

・福祉有償運送運転者講習
・セダン等運転者講習

移送にかかる
保険への加入

（※１）

・ＮＰＯ法人が自動車保険に加入。
・自動車保険のほか、ＮＰＯ法人が、移送サービスを

含む活動全般を補償する保険に加入。

・訪問介護事業者の所有車両は、訪問介護事業者が自動車
保険に加入。
・自動車保険のほか、訪問介護事業者が、移送サービスを含

む活動全般を補償する保険に加入。

補
助
の
範
囲

補助の対象
サービスの利用調整に係る人件費、事務消耗品費、
事務所賃借料、光熱水費（このほか保険料、燃料費、
車両維持費を市町村交通部門が補助。）

サービスの利用調整に係る人件費、光熱水費、通信費、事
務消耗品費

利用時における
利用者負担額

・距離制の料金（400円～）
（直接業務人件費等相当）

・運送時間30分ごとに510円。（直接業務人件費（生活支援部
分は無償）、自動車保険料（任意）等）

備考
・市町村の公共交通に関する会議において、公共交
通の事業者との話し合いを行った上で、実施区域を
決定した。

・サービスの利用には、予防プランへの位置づけを要する。
（自家用自動車有償運送の許可における要件とされてい
る。）

※１ 一般的な福祉サービス、ボランティアのみを対象・補償範囲とする講習・研修や保険を除く。
※２ 訪問介護事業所等の指定を受けたタクシー事業者との契約に基づき訪問介護員等が自家用自動車を使用し、要介護者等を輸送する許可。

訪問型サービスＤに関する市町村の実施可能モデル② ※ 実際の市町村の実施例を整理したもの。
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総合事業・生活支援体制整備事業の取組例（外出支援）

「さぁ、やろう」2018年8月号（さわやか福祉財団）より作成

○ 千福が丘地区では、市中心部までの路線バスが大幅減便となった。

○ 行政対応のデマンドバス（朝２便）では、住民のニーズに応えられな

い状況であった。

○ 市の市民協働室や生活支援コーディネーターが連携し、住民主体の

外出支援サービスを創設した。

静岡県裾野市 住民主体による外出支援の取組

外出支援の概要

○ １週間前までに連絡を受け、住民がマッチングを行う。

○ ドライバーは、運転講習会の受講や、任意保険への加入等

を要件とし、マイカーを使用している。

○ 外出支援が課題の一つとなっており、コミュニティバスを運行させた

が、バス停に行くまでが大変など、機能しなかった。

○ そこで、地域住民が集まり、地区社協とコミュニティ協議会も協力し、

無償の移送サービスが立ち上がった。

○ 地域の高齢者や障がい者のある方が依頼すると、シニアの担い手が

リースした車で、通院や買い物の送迎を行う。

○ 今後は、送迎時に、ゴミ出し等を行うサービス事業に拡大することも

協議している。

岡山県倉敷市 無償の移送サービスの立ち上げ

○ サロンを運営している団体が、買い物支援のために有志で新しいボ

ランティアの会をつくり、協議体に参加しているNPOとタクシー会社の協

力で、買い物支援をスタート。

○ また、行政にバスのルートを変更してもらい、地区外のスーパーマー

ケットまで月２回運行してもらうことになった。

○ ボランティアの会が参加者のとりまとめ、買い物の袋詰めや、乗降場

所から自宅までの荷物運び等の手伝いを行っている。

新潟県新潟市 住民と地域が連携した買い物支援

○ 居場所運営の担当者が仲間に声がけし、居場所の利用促進と居場

所を拠点とした生活支援を町内会の活動に位置づけることを協議。

○ その後、サポーター養成講座の修了者を中心に、住民アンケートを

行った結果、ゴミ出しや買い物支援、除雪などのニーズに対応する有

償ボランティアの体制ができた。

○ 町内会でも除雪や防災活動があるので、30年度からは、そちらとも

連携した取組を進めたい。

○ 活動の中で、移動支援のニーズが出てきたことから、運送について

別途負担を求めない方式による通院や買い物支援を開始した。

新潟県柏崎市 有償ボランティアから移動支援への発展
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